
 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、産業の脱炭素化に向けた事業者の取組みを支援すること

により、脱炭素社会の実現に寄与するため、松本市脱炭素型大規模投資支援事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、松本市補助金

交付規則（昭和３７年規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 脱炭素関連産業分野 国の「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリ

ーン成長戦略」（令和３年６月１８日策定）に定める成長が期待される次の

１４分野をいう。 

ア 洋上風力・太陽光・地熱産業（次世代再生可能エネルギー） 

イ 水素・燃料アンモニア産業 

ウ 次世代熱エネルギー産業 

エ 原子力産業 

オ 自動車・蓄電池産業 

カ 半導体・情報通信産業 

キ 船舶産業 

ク 物流・人流・土木インフラ産業 

ケ 食料・農林水産業 

コ 航空機産業 

サ カーボンリサイクル・マテリアル産業 

シ 住宅・建築物産業・次世代電力マネジメント産業 

ス 資源循環関連産業 

セ ライフスタイル関連産業 

⑵ ゼロカーボン産業 脱炭素関連産業分野で脱炭素化に向けた課題解決に

つながる製品の開発若しくは製造又はサービスの開発を行う事業をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次の

各号のいずれかの要件を満たすものとする。 

⑴ 本市の区域内においてゼロカーボン産業に取り組むために必要な建物の



 

新設、増設又は移設（以下「新設等」という。）をすること。 

⑵ 本市の区域内においてゼロカーボン産業に取り組むために必要な償却資

産の取得をすること。 

（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、補助対象事業

を実施する事業者のうち、次の条件を満たすものとする。 

⑴ 市内に事業所を有すること又は補助対象事業に合わせて新たに事業所を

設置する予定であること。 

⑵ 補助対象事業が完了してから１０年間継続して、当該事業を活用したゼロ

カーボン産業に取り組む予定であること。 

⑶ 次条に定める補助対象経費の総額が３億円以上であること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象

事業に要する次に掲げる経費のうち、市長が適当と認める経費とする。 

⑴ 工場、研究施設その他のゼロカーボン産業に取り組むために必要な建物の

新設等に係る経費 

⑵ 機械、装置、器具、備品、工具、建物付属設備、ソフトウェアその他のゼ

ロカーボン産業に取り組むために必要な償却資産の取得に係る経費 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費に１００分の３を乗じて得た額とし、  

３０００万円を限度額とする。ただし、当該補助対象経費について他の補助制

度等による補助金の交付を受けているときは、当該補助対象経費から当該補助

金を減じた額を超えないものとする。 

 （補助の回数） 

第７条 補助の回数は、１補助対象事業につき１回限りとする。 

（交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、松本

市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げ

る書類を添えて、市長が指定した期日までに申請しなければならない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 全部事項証明書及び定款 

⑷ 直近２期分の貸借対照表及び損益計算書 



 

⑸ 補助対象経費に係る契約書又は見積書の写し 

⑹ 新設等する建物の平面図又は設計図 

⑺ 取得する償却資産の一覧表 

⑻ 市税に滞納がないことを証する書類 

（市内に居住する個人又は市内に本社を有する法人を除く。） 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係

る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税

及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定

により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の税率を乗じて

得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除

税額」という。）を減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請

時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りで

ない。 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、松本市脱炭素型大規模

投資支援事業審査会における審査を経た後に、補助金交付の可否を決定するも

のとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、松本市脱炭素型

大規模投資支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号。以下「決定通知書」

という。）により申請者に通知するものとし、補助金の不交付を決定したとき

は、松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金不交付決定通知書（様式第３号。

以下「不交付決定通知書」という。）により申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第１０条 規則第７条第１項に規定する取下げは、松本市脱炭素型大規模投資

支援事業補助金交付申請取下書（様式第４号。以下「申請取下書」という。）

によるものとする。 

２ 申請取下書は、当該補助金に係る決定通知書又は不交付決定通知書が到達

した日から１５日以内に市長に提出するものとする。 

（変更等承認申請） 

第１１条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により市長に申



 

請し、その承認を受けなければならない。 

⑴ 第８条第１項の規定による申請に係る事業内容の変更 松本市脱炭素型

大規模投資支援事業変更承認申請書（様式第５号） 

⑵ 第８条第１項の規定による申請に係る事業の中止又は廃止 松本市脱炭

素型大規模投資支援事業中止（廃止）承認申請書（様式第６号） 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、松本市脱炭素型大規模投資

支援事業審査会における審査を経た後に、承認するものとする。 

（事前着手） 

第１２条 申請者は、交付決定前に補助事業に着手してはならない。ただし、市

長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。 

2 申請者は、交付決定前に補助事業に着手しようとするときは、松本市脱炭素

型大規模投資支援事業事前着手届（様式第７号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（実績報告） 

第１３条 決定者は、補助対象事業が完了したときは、松本市脱炭素型大規模投

資支援事業実績報告書（様式第８号）に、次に掲げる書類を添えて、事業完了

後１か月以内に市長に提出しなければならない。 

⑴ 収支決算書 

⑵ 補助対象経費に係る契約書の写し 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（帳簿及び書類の備付け） 

第１４条 交付決定者は、第８条第１項各号に掲げる書類に係る帳簿及び証拠

書類を、補助金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間

保存しておかなければならない。  

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１５条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある

ときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

⑴ この要綱の規定に違反したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定及び補助金額の確定を受

けたとき。 

⑶ その他市長が不適当と認める行為があったとき。 

２ 前項の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者は、市長が定める



 

期限までに当該補助金を返還しなければならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付要

綱（以下「新要綱」という。）の規定は、この告示の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の申請に係るものから適用し、施行日前の申請に係るものにつ

いては、なお従前の例による。 

３ この告示による改正前の松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付要

綱の規定による様式は、当分の間、新要綱の規定による様式とみなす。 



 

様式第１号(第８条関係) 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付申請書 

 

    年  月  日 

 

  (宛先)松本市長 

 

申請者住所            

企業・団体名           

代表者氏名          印 

電話番号             

 

 松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金の交付を受けたいので、松本市脱

炭素型大規模投資支援事業補助金交付要綱第８条に基づき申請します。 

 

記 

 

事 業 の 名 称   

事 業 の 目 的   

事 業 の 分 野  

事業で取り組む脱炭素化 

に向けた課題の内容 
 

事業で取り組むゼロ 

カーボン産業の内容 
 

事 業 の 実 施 場 所   

事 業 の 期 間 年   月 ～     年   月 



 

事 業 の 内 容   

事 業 の 効 果 

（松本市への波及効果

を含め詳細に記載） 

 

事 業 費 の 総 額 円 

交付を受けようとする

金 額 
円 

 添付書類 

 1 事業計画書 

 2 収支予算書 

 3 全部事項証明書及び定款 

 4 直近２期分の貸借対照表及び損益計算書 

 5 補助対象経費に係る契約書又は見積書の写し 

 6 新設等する建物の平面図又は設計図 

7 取得する償却資産の一覧表 

 8 市税に滞納がないことを証する書類 

  （市内に居住する個人又は市内に本社を有する法人を除く。） 

 9 その他（                          ） 

 

  
【税情報の閲覧に関する同意欄】 

上記補助金の交付申請に当たり、市が、個人又は法人の税情報を閲覧することに同意します。  

申請者 氏名(代表者氏名)               
(個人事業主の場合は生年月日：    年  月  日) 

 

企業・団体名         印 (法人のみ) 
※法人の場合は、法務局登録印を押印してください。 

 



 

様式第２号（第９条関係） 

 

指令第  号 

    年  月  日 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付決定通知書 

 

                            

            様 

 

 松本市長  

 

 

 

年  月  日付けで申請のあった松本市脱炭素型大規模投資支援事業補

助金について、下記のとおり交付することを決定したので、松本市脱炭素型大規

模投資支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 交付金額                        円 

 

２ 交付条件 

⑴ 補助金は、松本市脱炭素型大規模投資支援事業以外の目的に使用しないこ

と。 

⑵ 補助事業の中止又は内容を変更する場合は、あらかじめ市長の承認を受け

ること。 

⑶ 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は

市長に報告し、その指示を受けること。 

⑷ 補助事業の事業運営、経理の状況を調査し、不適当と認めたときは、補助

金の全部又は一部を返還すること。 

⑸ 補助事業完了後１か月以内に松本市脱炭素型大規模投資支援事業実績報

告書（様式第８号）により、補助事業等の完了について市長に報告すること。 

⑹ 松本市補助金交付規則及び松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交

付要綱に基づく市長の指示に従うこと。 

  



 

様式第３号（第９条関係） 

 

指令第  号 

    年  月  日 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金不交付決定通知書 

 

                            

            様 

 

 松本市長  

 

 

 

年  月  日付けで申請のあった松本市脱炭素型大規模投資支援事業補

助金について、下記のとおり不交付とすることを決定したので、松本市脱炭素型

大規模投資支援事業補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

不交付の理由 

  



 

 

様式第４号(第１０条関係) 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金補助金交付申請取下書 

 

 

    年  月  日 

 

 

  (宛先)松本市長 

 

 

申請者住所               

企業・団体名           

代表者氏名           

電話番号             

 

 

     年  月  日付け指令第     号で補助金交付決定のありま

した松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金に係る補助金交付申請を下記の

理由により取り下げます。 

 

 

記 

 

 

取り下げの理由 

  



 

様式第５号(第１１条関係) 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業変更承認申請書 

 

    年  月  日 

 

  (宛先)松本市長 

 

申請者住所               

企業・団体名           

代表者名           

電話番号             

 

     年  月  日付け指令第     号で補助金交付決定のありま

した松本市脱炭素型大規模投資支援事業を下記のとおり変更したいので承認し

てください。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 補助対象経費の変更及びそれに伴う補助交付申請額の変更 

 変 更 前 変 更 後 

補助対象経費の総額 円 円 

補助金交付申請額 円 円 

 

(注) 詳細に記載し、変更の理由を証する書類を添付すること。 

  



 

様式第６号(第１０条関係) 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業中止(廃止)承認申請書 

 

    年  月  日 

 

  (宛先)松本市長 

 

申請者住所              

企業・団体名            

代表者名         

電話番号              

 

   年  月  日付け指令第     号で補助金交付決定のありました

松本市脱炭素型大規模投資支援事業を下記のとおり中止(廃止)したいので承認

してください。 

 

記 

 

1 中止(廃止)の理由 

 

 

 

2 中止(廃止)の内容 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 理由について詳細に記載し、中止(廃止)の理由を証する書類を添付すること。 

  



 

様式第７号（第１２条関係） 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業事前着手届 

 

年  月  日 

                       

（宛先）松本市長 

 

申請者住所              

企業・団体名            

代表者名         

電話番号              

 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業について、下記のとおり交付決定前に着

手しますので届け出ます。 

なお、本件に係る交付決定がされなかった場合において、異議は申し立てま

せん。 

 

記 

 

１ 事業の名称 

 

 

２ 事前着手の理由 

   

  

３ 着手予定年月日 

      年  月  日 

   

 

 

 

  



 

様式第８号(第１３条関係) 

 

松本市脱炭素型大規模投資支援事業実績報告書 

 

    年  月  日 

 

  (宛先)松本市長 

申請者 住  所            

企業・団体名              

代表者名           

電話番号                

 

   年度において、下記のとおり松本市脱炭素型大規模投資支援事業を実施

したので、松本市脱炭素型大規模投資支援事業補助金交付要綱第１３条に基づ

き報告します。 

 

記 

 

事 業 の 名 称   

実施した内容  

事 業 の 成 果   

完了の年月日        年    月    日 

事 業 費 総 額 円 

交付確定を受

け た い 金 額 
円 

添付書類 

1 収支決算書(収支内容の詳細のわかる帳簿類、証拠書類を添付すること。） 

2 補助対象経費に係る契約書の写し 

3 その他 

 上記の報告事項について審査しました。 

        年  月  日 

審査担当者           

職・氏名          印 

 審査意見 


